
 

 

 

頁 NO ｷｰﾜｰﾄﾞ 都市名 概要 

1 1 景観 芦屋市、 豪邸条例に基づく優良宅地保全 

景観地区の市全域指定 

高級住宅地のブラン

ド維持への景観等の

取組み 箕面市 山なみ・山すそ景観の規制誘導 

2 2 秦野市 庭先協定制度 

斜面地を活かした住宅（計画誘導） 

3 3 小布施町 オープンガーデンと花のまちづくり 

森の駐車場 

4 4 江戸川区 親水公園化と景観地区規制（壁面後退と緑化） 

5 5 東京都 景観形成基準によるスカイラインとオープンスペースの確

保 

6 6 小諸市 市民募集による絵になる景観調査やパンフレット・PR 

7 7 我孫子市 景観を育てる会の育成や支援 

世田谷区 地域風景資産の公募と協働活動の誘導 

8 8 交流 大多喜町 学校と地域交流機能の連携整備 

川越市 学校空き教室を活かした福祉・多世代交流機能の導入 

9 9 流山市 市の遊休施設を活かした福祉・多世代交流機能の導入 

10 10 住宅 荒川区 高齢者向け住宅・自主運営賃貸住宅・多世代交流機能の

複合整備 

11 11 交通 藤沢市 協働による人と車の共存環境づくり 

12 12 公園緑地 足立区 まちなかのプチテラスづくり （借地利用、景観スポット整備

等） 

13－14 13 住宅再生 堺市 

 

泉北ニュータウン再生の取組み 

15-16 空家・既存施設等を活用した福祉・交流・子育て支援機能

等の整備誘導 

住み替え支援 

17-18 環境配慮住宅の整備促進（自然エネルギー活用） 

遊休農地の借り上げと園芸・農を楽しむ環境づくり 

19 協働による地域コミュニティ機能の強化 

宅配サービス等の確保 

 

 

 

【参考資料－２】参考事例集 
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【事①】高級住宅地のブランド維持への景観等の取組み（芦屋市、箕面市） 

 

 芦屋市 箕面市 

市
及
び
地
区
の
概
要 

・大阪や神戸とは異なる独特の阪神間モダニズム※

文化に育まれた街並が形成されている。 

・阪急芦屋川駅から徒歩圏内にある東山町、山手

町、三条町など、大正期に開発された山の手地区

は芦屋川や六甲山に近く、大阪湾を見渡すことの

できる好立地にある。 

・駅周辺や山の手周辺を中心にお洒落なブティッ

クやレストラン・カフェなどが立地している。 

・南部には住宅地が広がっており、市の人

口のほとんどは南部に集中している。大

阪都市圏のベッドタウン。 

・現在、国際文化公園都市（彩都）の西部

地区の開発が進められている。 

 

 

地
形 

・北に六甲山、南に大阪湾を臨み、自然が残され

ている。 

・南に緩やかに傾斜する地形は、美しい景観と温

暖な気候を形成している。 

・西南部は旧来の市街地・住宅地が広がり、

市の東南部は新興住宅地が広がる。西南

部には箕面川が南西方向に流れ、それに

並行して阪急電鉄箕面線が走っている。 

・中部から北部にかけては山間地。 

歴
史
・
経
緯 

・大阪の事業家が山の手に豪邸を多く建築したた

め、阪神間の高級住宅地として名高くなった。 

・昭和初期、市東北部に開発された六麓荘町は、

駅から遠い立地を逆手に、運転手を有する富裕層

向けの豪邸用地として造成された。 

・明治 43 年の箕面有馬電気軌道の開通に

伴い、沿線の住宅地開発によって百楽

荘、桜ヶ丘、桜井などのゆとりある住宅

地が形成された。 

特
徴 

・六麓荘町における 400 ㎡未満の土地売買の禁止、

高さ 10ｍ以上の建物新築の禁止、さらに敷地面

積 400 ㎡以上の土地にのみ戸建住宅の新築が許

可されるといった、「豪邸条例」を 2007 年 2月に

施行。 

・市域全体を景観地区に指定し、すべての建築物を

対象に、色彩の基準を設定している。また、大規

模建築物では、位置・規模、屋根・壁面、建築物

に付属する施設などの基準を設定している。 

・また、芦屋川南部を「芦屋川南特別景観地区」に

指定し、建物の高さや壁面の位置、敷地面積の最

低限度などの基準を設定している。 

・市民に親しまれている芦屋川について規制を強化

することで、芦屋川と沿岸の建物、生け垣や石積

みなどの外構が織りなす有機的な景観の魅力、芦

屋川地域を視点とする開放的な山と海への眺望

景観などの保全、創出を図っている。 

・景観計画で「山なみ景観保全地区」「山す

そ景観保全地区」「都市景観形成地区」「景

観配慮地区」を設定、さらに地区を分け

てきめ細かい基準を設定し、良好な街並

みの形成に力を入れている。 

・市街地の北部に位置する山なみへの眺望

景観を保全するため、「山すそ景観保全地

区」では、市街化区域、市街化調整区域

の別に、建物の高さ、形態・意匠、色彩、

緑化の基準を設定している。 

・特に、市街化区域内にあっては、単調な

印象となるのを避けるため、50ｍ以上連

続する壁面が生じないように、建物の配

置をずらしたり、中高層部にスリットを

入れような基準を設定している。 

・約 20 年前から、自主的に良好な景観づく

りを行っており、その考えが住民にも浸

透している。 



 2

【事②】秦野市 
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【事③】小布施町 
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【事④】江戸川区 
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【事⑤】東京都 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

【事⑥】小諸市 
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【事⑦】普及啓発や市民参加の施策例 
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【事⑧】大多喜町、川越市 
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【事⑨】流山市 
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【事⑩】荒川区 
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【事⑪】藤沢市 
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【事⑫】足立区 
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【事⑬】堺市 
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